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令和８年第３回廿日市市農業委員会総会議事録  

 

１．日　　時　令和８年３月１０日（火）　  

　　　　　　　午前１０時００分開会　　　　午前１１時００分閉会　  

 

２．場　　所　　廿日市市役所　　　　７階会議室  

　　　　　　　　　　　  

３．出席委員（農業委員　１３名）  

　　　　  

　　（推進委員　１１名）　  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４．欠席委員（　２名）  

 

５．議事録署名委員  

 

６．会議に出席した委員以外の者  

 

７．服務のため出席した者  

 

８．会議に諮った議題  

《審議事項》  

⑴ 議案第 12 号　農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地利用  

　　　　　　　　促進計画について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑵ 議案第 13 号　農地法第３条の規定による許可申請について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑶ 議案第 14 号　農地法第５条第１項の規定による許可申請について  

《報告事項》  

⑴ 報告第  1 号　農地法第４条第１項第７号の規定による届出について  

⑵ 報告第　2 号　農地法第５条第１項第６号の規定による届出について  

 １番 河井　孝之 ２番 木浦　紀幸 ３番 神鳥　正貴

 ４番 是佐　惠美子 ５番 松井　祥壮 ６番 梶原　安行

 ７番 山田　政則 ８番 岩木　國明 ９番 古川　憲吾

 １０番 吉田　雅子 １２番 中田　安義 １３番 岡　真由美

 １４番 岩本　博志

 推進委員 登　宏太郎 推進委員 中山　憲治 推進委員 岡村　昭男

 推進委員 中田　進 推進委員 清水　透 推進委員 堀田　良昭

 推進委員 三田　邦男 推進委員 小西　礼子 推進委員 松井　辰夫

 推進委員 田丸　和也 推進委員 安井 多佳子

 １１番 中谷　純子 推進委員 倉本　良夫

７番 山田　政則 ８番 岩木　國明

 農 業 委 員 会 事 務 局 長 齋藤　千文

 次　長 竹上　教東

 主　事 前田　桂巳子

 （佐伯支所） 次　長 藤本　秀樹

 （吉和支所） 主　事 眞鍋　　秀

 （宮島支所） 主　事 榎     浩子

 （大野支所） 主任主事 泉　　　勝
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⑶ 報告第　3 号　農地法施行規則第２９条第 1 項第 1 号に規定する農業用施設への  

転用に係る届出について  

⑷ 報告第　4 号　農地法施行規則第２９条第 1 項第 1 号に規定する農業用施設への  

転用に係る届出受理処分取消の専決処理について  

 

９．その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

（開会　午前１０時００分）  

 事務局  
 
 
岩本会長  
 
 
 
議長  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

初めに岩本会長の挨拶の後、会長が議長として議事を進行さ

れます。よろしくお願いします。  

　  

　それでは、廿日市市農業委員会会議規則第５条の規定により、

議長を務めさせていただきます。これから座って進行させてい

ただきますので、よろしくお願いします。  
 
　ただいまから令和８年第３回廿日市市農業委員会総会を開会

いたします。  
　まず、本総会の成立を申し上げます。  
　委員数１４名、本日の出席委員１３名、欠席委員１名でござ

います。在任委員の過半数の委員が出席されていますので、農

業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、本総会

は成立をしております。  
　続いて、議事録署名委員の指名を行います。  
　廿日市市農業委員会会議規則第２０条の第２項の規定に基づ

き、７番の山田委員さん、８番の岩木委員さんのご両名にお願

いをいたします。  
　それでは議事に入ります。  
　まず初めに、審議事項に入ります。  
　議案第１２号、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づ

く農用地利用促進計画について議案とします。  
　説明をお願いします。  
 
　議案第１２号、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づ

く農用地利用促進計画の利用権貸借について、座って説明させ

ていただきます。  
　議案書は３ページになります。  
　番号１番、農地の所在は浅原字本郷、登記地目は田で、面積

は３筆の３，４９９平方メートルで、利用目的は田です。期間

は、公告日の翌日から令和１３年３月３１日までの賃貸借の新

規設定を行うものです。  
　次に、番号２番、農地の所在は浅原字甘泉野、登記地目は田

で、面積は１筆の１，７５７平方メートルで、利用目的は畑で

す。期間は、公告日の翌日から令和１８年３月３１日までの使

用貸借の新規設定を行うものです。  
　本件は、地元地区担当委員と事務局職員で現地調査を行い、

内容を精査したところ、農地中間管理事業の推進に関する法律
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議長  
 
 
９番委員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 

第１８条の各要件を満たしていると考えます。  
　以上で、議案第１２号、農地中間管理事業の推進に関する法

律に基づく農用地利用促進計画の利用権貸借について、説明を

終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。  
 
　それでは、地元地区担当委員の意見をお伺いします。  
　１番、２番について、古川委員さんお願いいたします。  
 
　それでは、１番、２番につきまして、９番の古川からご報告

を申し上げます。ともに２月２４日に確認に行っています。安

井委員と事務局の方と３名で確認をいたしております。まず、

番号１は、浅原の本郷というところですが、浅原のセンターを

越しまして、国道から見ますと川の対岸になります。国道から

見たときに○○がございますが、○○という浅原で一番大きな

○○で、ここのそば辺りになります。農地の持ち主であります

○○さんですけれども、今まで頑張っておられたのですが、高

齢のためにもう人に任せるということで、その辺り一帯の耕作

を請け負ってやられておられます近くにお住まいの○○さんに

そこを受けていただくということになりました。何ら問題はご

ざいません。あと２件目ですけども、浅原甘泉野、これは元浅

原小学校の対岸、川向こうということになります。昨年までは

ここを別の方が耕作をされていたのですけれども、仕事が忙し

くなって手がつけられないということで、ちょうど更新期に当

たりましたので、そこを次の方にということで尋ねまして、新

たに○○さんという方がつくるということになりました。  
　実はこの○○さん、浅原で新規就農される方でございまして、

地元の方なのですけれども、そこら一帯を全て借りて耕作する

ということで、隣接する農地を既に耕して準備されております。

何も問題はないと思いますけども、ここら辺りでネギを栽培す

るということで、辺り一帯全てネギ畑になろうと思います。ま

た皆さん方のご支援もお願いしたいと思います。何ら問題はな

いと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。  
 
　ありがとうございました。  
　それでは、この２件につきまして、ご意見、ご質問等があれ

ばお願いいたします。  
　ございませんか。  
 

≪委員より質疑等なし≫  
 
　意見がないようですので、お諮りします。議案第１２号につ

いて、異議なしとして回答することに異議はございませんか。  
 

≪委員より異議等なし≫  
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 議長  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
松井推進委員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　異議なしと認め、議案第１２号について、異議なしとして回

答することに決定をいたします。  
　続きまして、議案第１３号、農地法第３条の規定による許可

申請について議案としますが、番号４９番については、議席番

号２番の木浦委員が関係する案件のため、先に番号４９番のみ

を審議いたします。  
　議席番号２番の木浦委員さん、ご退席をお願いいたします。  
 

＝木浦委員　退席＝  
 
　説明をお願いいたします。  
 
　議案第１３号、農地法第３条の規定による許可申請のうち、

番号４９番について説明させていただきます。  
　議案書は７ページになります。  
　番号４９番、農地の所在は津田字沖横矢、登記地目は畑で、

４筆の３３５平方メートルの申請です。権利の移転理由は、譲

渡人は所有地の建物の売却に伴い農地を貸すため、譲受人は取

得する自宅に隣接し新たに耕作をするためで、賃貸借権の設定

です。   
　本件は、保有する機械等から判断して、農地取得後も全ての

農地を耕作するものと認められ、申請地周辺の農地の利用に支

障が生じることは考えられないため、農地法第３条第２項各号

には該当せず、許可要件を満たしていると考えます。  
　以上で、議案第１３号、農地法第３条の規定による許可申請

のうち、番号４９番について説明を終わります。ご審議のほど

よろしくお願いいたします。  
 
　それでは、地元地区担当委員の意見をお伺いします。  
　４９番について、松井委員さんお願いいたします。  
 
　推進委員の松井です。議案第１３号、番号４９について説明

をいたします。現地確認ですけど、２月１９日に市職員の方、

木浦委員、小西委員と私の４名で確認をしております。申請地

は、佐伯支所付近にある土地でございます。近傍には、佐伯文

化センターを設置したところでございました。沖横矢○○、○

○、○○、○○の４筆で、３３５平方メートルでございます。

内容ですけれども、農地法第３条に基づく申請となっておりま

す。現状ですが、確認時の申請地の畑は前任者が耕作されてい

た形跡がありまして、引き続き自家消費の野菜やブルーベリー

等の栽培をすると聞いております。隣接する住宅地も、先ほど

説明がありましたように購入されておりまして、本格的に野菜

づくりをされるということで、何ら問題ないと考えます。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。以上です。  
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 議長  
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　ありがとうございました。  
　それでは、この件につきまして、ご意見、ご質問等があれば

お願いいたします。  
 

≪委員より質疑等なし≫  
 
　意見がないようですので、お諮りします。議案第１３号のう

ち、番号４９番について許可することに異議はございませんか。 
 

≪委員より異議等なし≫  
 
　異議なしと認め、議案第１３号のうち、番号４９番について

許可することに決定をいたします。  
　退席しました木浦委員さん、席にお戻りください。  
 

＝木浦委員　復席＝  
 

 
　それでは、議案第１３号、農地法第３条の規定による許可申

請のうち、番号４９番を除く６件について議案とします。  
　説明をお願いします。  
 
　議案第１３号、農地法第３条の規定による許可申請のうち、

番号４９番を除く６件について説明させていただきます。  
　議案書は５ページから７ページになります。  
　番号１６番、農地の所在は吉和字駄荷中ノ原、駄荷休岩及び

駄荷神田、登記地目は田及び畑で、７筆の３，０６５平方メー

トルの申請です。権利の移転理由は、譲渡人は高齢により耕作

困難のため、譲受人は経営規模拡大のためで、無償の所有権移

転です。  
　次に、番号３０番、農地の所在は飯山字神田、登記地目は畑

で、１筆の２２４平方メートルの申請です。権利の移転理由は、

登記整理を行うためで、有償の所有権移転です。  
　次に、番号３９番、農地の所在は上平良字大原、登記地目は

田で、２筆の１，０７３平方メートルの申請です。権利の移転

理由は、譲渡人は労力不足により耕作困難のため、譲受人は新

規に農業経営を始めるためで、使用貸借権の設定です。  
　次に、番号４４番、農地の所在は河津原字上中組、登記地目

は畑で、２筆の９０３．８３平方メートルの申請です。権利の

移転理由は、譲渡人は高齢により耕作困難のため、譲受人は新

規に農業経営を始めるためで、有償の所有権移転です。  
　次に、番号４５番、農地の所在は宮島町字多々良潟、登記地

目は畑で、４筆の１０，８１７平方メートルの申請です。権利

の移転理由は、譲渡人は高齢により耕作困難のため、譲受人は

新規に農業経営を始めるためで、無償の所有権移転です。  
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議長  
 
 
１２番委員  
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
田丸推進委員  
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
４番委員  
 
 
 
 
 
議長  

　次に、番号４８番、農地の所在は吉和字中津下垣内、登記地

目は田で、３筆の２，９１６平方メートルの申請です。権利の

移転理由は、譲渡人は高齢により耕作困難のため、譲受人は購

入する自宅に隣接し、耕作をするためで、有償の所有権移転で

す。  
　本件は、保有する機械等から判断して、農地取得後も全ての

農地を耕作するものと認められ、申請地周辺の農地の利用に支

障が生じることは考えられないため、農地法第３条第２項各号

には該当せず、許可要件を満たしていると考えます。  
　以上で、議案第１３号、農地法第３条の規定による許可申請

のうち、番号４９番を除く６件について説明を終わります。ご

審議のほどよろしくお願いいたします。  
 
　それでは、地元地区担当委員の意見をお伺いします。  
　１６番について、中田委員さんお願いいたします。  
 
　１２番の中田です。番号１６番について、ご説明いたします。 
　現地は、グウェーレ吉和から下流に約５００メートル下った

ところにあります。２月１８日に岡職務代理、倉本推進委員、

事務局と私の４人で現地確認を行いました。譲受人の○○さん

は吉和に住んでおられます。ということで、吉和の人へ所有権

が移るということで、特に問題はないと思われます。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。  
 
　ありがとうございました。  
　３０番について、田丸委員さんお願いいたします。  
 
　推進委員の田丸です。議案第１３号、３０番についてご報告

いたします。２月２０日、神鳥委員、事務局２名、私、計４名

で現地確認をいたしました。現地は、佐伯支所より吉和方面に

１０キロ程度のところに位置します。現状では耕作はされてい

ないようですが、草木の手入れもされているようですし、多少

の手間をかければすぐに農地として再生できると思われます。

どうぞご審議をよろしくお願いいたします。  
 
　ありがとうございました。  
　それでは、３９番について、是佐委員さんお願いいたします。 
 
　４番の是佐です。３９番について説明します。場所は４３３

の高速道の交差点から１００メートルも上がらないところ、原

のほうに上がる途中にあるのですが、○○さんは労力不足で耕

作が困難のため、長女の○○さんが農業をされるということで

譲られます。よろしくお願いいたします。  
 
　ありがとうございました。  
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２番委員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
７番委員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 

　それでは、４４番について、木浦委員さんお願いいたします。 
 
　２番、木浦です。番号４４番について、現地の確認と調査の

報告をします。２月１９日に松井辰夫委員、小西委員と事務局

１名で現地を確認しました。現場は、県道から恐らく約６００

メートルぐらい北方向に入った道に面している土地になりま

す。河津原近辺では、人家が割とあるところにあるのではない

かと思います。それで、ここは休耕されており、草自体はそれ

ほどは生えていないので、ある程度の管理はされているのでは

ないかと思います。が、荒れてはいるような現況になっており

ます。それで、後ほどの５条申請と同じなのですが、隣接して

いる住宅用地と、その上に建っている古い建物との一緒の売買

ということで申請されております。買受人とすれば、営農計画

としては、きゅうりとか茄子とかの恐らく自家消費野菜と、あ

とはブルーベリー等の果樹園をするということになっておりま

す。隣接の住宅もかなり傷んではいるのですが、それらと一緒

に、全部を買い受けたいということで出ているもので、休耕さ

れているよりかは耕作されるほうがいいと思うので、よろしく

お願いいたしたいと思います。  
 
　ありがとうございました。  
　それでは、４５番について、山田委員さんお願いいたします。 
 
　７番の山田です。４５番の説明をいたします。２月１９日に

吉田委員、事務局３名と合計５名で現地を確認いたしました。

場所は、○○から岩国方面へずっと行ったその行き止まりとい

うか、ちょうど大野の○○の前の方向になると思うのですが、

そういう場所です。対象の土地の周りは山に囲まれており、鹿

を防ぐために全面的に金網を設置している場所です。対象地は

平地ではなく、ちょっと凹凸があるような土地で、古い梅の木

が数本あるということですが、管理されている状態ではない場

所です。譲渡人は○○ということで、年を取って土地の維持管

理が難しくなったということで、譲受人に譲るということにし

ました。そして、譲受人は、対象地のすぐ隣に住まいを構えて

おり、○○の○○をしております。譲受人の案内で当日は対象

地を確認しました。取得後は、多少ある梅の木の管理をまず行

って、それから片づけをしながら、片づけが完了したらみかん

とかレモンの果樹を植えたり、しいたけ栽培をするということ

でございます。周りの土地への影響は全くございませんが、譲

受人は○○ということで、一応今やる気があるということで、

大変だとは思われますが、頑張ってくれるものと思います。よ

ろしくお願いいたします。  
 
　ありがとうございました。  
　それでは、４８番について、岡職務代理お願いいたします。  
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岡職務代理  
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
　１３番の岡です。農地法第３条の規定による許可申請につい

てご説明申し上げます。２月１８日に中田委員、倉本委員、私、

事務局の計４名で現地を確認しました。譲渡人は吉和地域外に

居住しており、年齢も高齢で耕作が困難であり、所有する住宅

と併せて財産の整理を行っております。譲受人は、住宅の取得

と併せて隣接する農地を取得するということで、特に問題はな

いと思われます。ご審議のほどよろしくお願いします。  
 
　ありがとうございました。  
　それでは、この６件につきまして、ご意見、ご質問等があれ

ばお願いいたします。  
　ございませんか。  
 

≪委員より質疑等なし≫  
 
　意見がないようですので、お諮りします。議案第１３号のう

ち、番号４９番を除く６件について、許可することに異議はご

ざいませんか。  
 

≪委員より異議等なし≫  
 
　異議なしと認め、議案第１３号のうち、番号４９番を除く６

件について許可することに決定をいたします。  
　続きまして、議案第１４号、農地法第５条第１項の規定によ

る許可申請について議案とします。説明をお願いします。  
 
　議案第１４号、農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて、説明させていただきます。  
　議案書は８ページから１０ページになります。  
　番号３４番、農地の所在は津田字小更、登記地目は田で、面

積は１筆の６０８平方メートルの申請です。転用理由は、住宅

として利用するための申請です。  
　次に、番号３６番、農地の所在は友田字清水、登記地目は畑

で、面積は１筆の４６平方メートルの申請です。転用理由は、

墓地への手すりを設置するための申請です。  
　次に、番号３８番、農地の所在は上平良字大原、登記地目は

田で、面積は１筆の５４１平方メートルの申請です。転用理由

は、住宅として利用するための申請です。  
　次に、番号４１番、農地の所在は河津原字上中山谷、登記地

目は畑で、面積は１筆の３７５平方メートルの申請です。転用

理由は、駐車場及び倉庫として利用するための申請ですが、以

前の所有者が農地転用の手続を行わず利用していたため、顛末

書が提出されています。  
　次に、番号４３番、農地の所在は河津原字上中組、登記地目
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議長  
 
 
２番委員  
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
小西推進委員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は田で、面積は２筆の４４６平方メートルの申請です。転用理

由は、住宅として利用するための申請ですが、以前の所有者が

農地転用の手続を行わず利用していたため、顛末書が提出され

ています。  
　次に、番号４６番、農地の所在は上平良字大原、登記地目は

田で、面積は１筆の１，０８４平方メートルの申請です。転用

理由は、駐車場として利用するための申請です。  
　次に、番号４７番、農地の所在は上平良字大原、登記地目は

田で、面積は１筆の２１１平方メートルの申請です。転用理由

は、隣接地に建設する○○のグラウンドとして利用するための

申請です。  
　本件は書類審査後、地元地区担当委員と事務局職員で現地調

査を行い内容を精査したところ、事業規模から見て適切な面積

であり、本件の許可により周辺農地への被害や悪影響はないも

のと考えます。  
　以上で、議案第１４号、農地法第５条第１項の規定による許

可申請について説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願

いいたします。  
 
　それでは、地元地区担当委員の意見をお伺いします。  
　３４番について、木浦委員さんお願いいたします。  
 
　２番、木浦です。番号４３番について、現地の確認と調査の

報告をします。これは先ほど言った３条の４４番の申請の件と

受人、渡人が同一ということです。２月１９日に松井辰夫委員

と小西委員、事務局１名で現場を確認しました。場所は、４４

番の農地にすぐ隣接して、古い住宅が建っている宅地というこ

とで、５条申請が出ております。建物もかなり古くて、大分前

に建てられた建物ではないかと思います。よろしく審議のほど

お願いいたします。  
 
　ありがとうございました。  
　続きまして、３６番について、小西委員さんお願いいたしま

す。  
 
　推進委員の小西です。農地法第５条の規定による許可申請に

ついて、説明いたします。２月１９日に項の河井委員、事務局

１名、私の計３名で現地確認を行いました。場所は友田宇清水、

乙丸地区というところになります。ここは乙丸地区の墓地です。

近くには下友田ふれあい公園があります。今回、使用貸借権を

設定するため、農地法第５条第１項の規定により許可を申請す

るものです。墓地への手すりを設置するための案件です。譲渡

人の○○、譲受人は○○さんです。お墓参りの際、急な坂道で

危険なため手すりを設置したいとのことです。周辺農地の影響

もなく特に問題がないと思われますので、皆様のご審議のほど
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議長  
 
 
４番委員  
 
 
 
 
 
議長  
 
 
　  
２番委員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
４番委員  
 
 
 
 

よろしくお願いいたします。以上です。  
 
　ありがとうございました。  
　それでは、３８番について、是佐委員さんお願いいたします。 
 
　４番の是佐です。先ほど３９番について説明いたしましたけ

ど、それとこれは同じところになります。娘さんの○○さんが

農業をされるということで、そこに家がないので敷地内に新築

をされるということです。別に問題はないかと思いますので、

よろしくお願いいたします。  
 
　ありがとうございました。  
　続きまして４１番、４３番について、木浦委員さんお願いい

たします。  
 
　すみません、先ほど４３番をご説明しましたが、報告が抜け

ていたので、３４番についての現地確認と調査の結果を報告し

ます。　これは先ほどと同じように、２月１９日に松井辰夫委

員、小西委員、事務局１名で現場を確認しました。場所は○○

からすぐ近くで、県道から１００メートルから２００メートル

ぐらい入ったところの道に面した場所です。　事業計画により

ますと、建築面積が１４５平米ということで、建築費用もかな

りの金額を計上されて、事業計画では、子供さんも含めて、恐

らく申請地の建った家のほうで住みたいという事です。審議の

ほどよろしくお願いします。次が４１番の河津原の申請なので

すが、これも同日に松井辰夫委員、小西委員、事務局１名で現

地の確認と調査をしました。ここは県道に面しており、既に譲

渡人のもともとの住宅地が建っていたその側に農業用倉庫とし

てスレート葺の倉庫が建っております。現場はかなり以前から

農地利用されずに、全部が全部やったかは分からないのですが、

現在は全て宅地利用ということになっているもので、しかも、

恐らく申請人が結婚される以前から宅地利用ということで利用

されているのではないかと思います。３４番と４３番を間違え

て入れ替えて説明しましたので、確認をよろしくお願いします。

審議のほどよろしくお願いいたします。  
　  
　ありがとうございました。  
　それでは、４６番、４７番について、是佐委員さんお願いい

たします。  
 
　４６番について、是佐ですが、説明いたします。２月１９日

に登委員と事務局の２名とで現地を確認いたしました。場所は

上平良大原というところで、国道４８５号を原方面に向かって、

山陽道の高架下を過ぎて、○○だと思います。駐車場になるの

が上側の大きな田んぼ、グラウンドになるのが下側の小さな田
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議長  
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 

んぼとなります。農地面積は駐車場が約１反、グラウンドが約

２，０００平方メートルで、駐車場については有償で借り受け

る申請となっています。今回、譲り渡しを受ける事業者さんは

すぐそばに○○を開設する計画を立てており、その駐車場及び

グラウンドとして利用されるための転用申請であります。近隣

の影響はなく、問題はないと考えられますので、以上４６番、

４７番の報告を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。  
 
　ありがとうございました。  
　それでは、この７件につきまして、ご意見、ご質問等があれ

ばお願いいたします。  
　ございませんか。  
 

≪委員より質疑等なし≫  
 
　意見がないようですので、お諮りします。議案第１４号につ

いて、許可することに異議はございませんか。  
 

≪委員より異議等なし≫  
 
　異議なしと認め、議案第１４号について許可することに決定

をいたします。  
　続きまして、報告事項に入ります。  
　報告第１号、農地法第４条第１項第７号の規定による届出に

ついて報告します。  
　説明をお願いします。  
 
　報告第１号、農地法第４条第１項第７号の規定による届出に

ついて、報告させていただきます。  
　議案書は１１ページになります。  
　今月の報告は、令和８年１月１３日から２月１０日までの間

に受理した２件です。詳細の説明は省略させていただきます。  
　番号１７番、２２番については、譲渡人が農地転用の手続を

行わず利用していたため、始末書が提出されています。   
　本件について、書類審査後、地元地区担当委員と事務局職員

で現地調査を行い、内容を精査しましたところ、適法であると

認めましたので、農地法に係る事務処理要領により、事務局長

が専決処理を行い受理通知書を交付したものです。  
　以上で報告第１号、農地法第４条第１項第７号の規定による

届出について、報告を終わります。  
 
　それでは、この件につきまして、質疑等があればお願いをい

たします。  
　ございませんか。  
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議長  
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
≪委員より質疑等なし≫  

 
　質疑がないようですので、報告第１号を終わります。  
　続きまして報告第２号、農地法第５条第１項第６号の規定に

よる届出について報告します。  
 
　報告第２号、農地法第５条第１項第６号の規定による届出に

ついて報告させていただきます。  
　議案書は１２ページ、１３ページになります。  
　今月の報告は、令和８年１月１３日から２月１０日までの間

に受理した４件です。詳細の説明は省略させていただきます。  
　番号２７番につきましては、過去に転用届が出されています。 
　番号３１番については、以前の所有者が農地転用の手続を行

わず利用していたため、顛末書が提出されています。  
　本件について、書類審査後、地元地区担当委員と事務局職員

で現地調査を行い内容を精査しましたところ、適法であると認

めましたので、農地法に係る事務処理要領により、事務局長が

専決処理を行い受理通知書を交付したものです。  
　以上で報告第２号、農地法第５条第１項第６号の規定による

届出について、報告を終わります。  
 
　それでは、この４件につきまして、質疑等があればお願いい

たします。  
　ございませんか。  
 

≪委員より質疑等なし≫  
 
　質疑がないようですので、報告第２号を終わります。  
　続きまして報告第３号、農地法施行規則第２９条第１項第１

号に規定する農業用施設への転用に係る届出について報告しま

す。  
 
　報告第３号、農地法施行規則第２９条第１項第１号に規定す

る農業用施設への転用に係る届出について、報告させていただ

きます。  
　議案書は１５ページになります。  
　今回の報告は、令和８年１月１３日から２月１０日までの間

に受理した３件です。詳細の説明は省略させていただきます。  
　番号９番は、後ほどご報告する報告第４号、番号２４番の関

連案件となります。  
　また、番号２５番と２６番は関連案件となります。  
　以上で報告第３号、農地法施行規則第２９条第１項第１号に

規定する農業用施設への転用に係る届出について、報告を終わ

ります。  



13 
 

　　（閉会　午前１１時００分）  

 

以上のとおり会議の顛末を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名

する。 

  
議長  
 
 
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
 
議長  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
　それでは、この３件につきまして、質疑等があればお願いい

たします。  
　ございませんか。  
 

≪委員より質疑等なし≫  
 
　質疑がないようですので、報告第３号を終わります。  
　続きまして報告第４号、農地法施行規則第２９条第１項第１

号に規定する農業用施設への転用に係る届出受理処分取消の専

決処理について報告します。  
 
　報告第４号、農地法施行規則第２９条第１項第１号に規定す

る農業用施設への転用に係る届出受理処分取消の専決処理につ

いて、報告させていただきます。  
　議案書は１６ページになります。  
　今回の報告は、令和８年１月１３日から２月１０日までの間

に処分を行った１件です。詳細の説明は省略させていただきま

す。   
　番号２４番は、先ほど報告した報告第３号、番号９番の関連

案件となります。  
　以上で報告第４号、農地法施行規則第２９条第１項第１号に

規定する農業用施設への転用に係る届出受理処分取消の専決処

理について、報告を終わります。  
 
　それでは、この件につきまして、質疑等があればお願いいた

します。  
　ございませんか。  
 

≪委員より質疑等なし≫  
 
　質疑はないようですので、報告第４号を終わります。  
　以上で、本日の総会を終了いたします。  
　委員の皆様には、慎重にご審議をいただき、ありがとうござ

いました。  
　次回の令和８年第４回農業委員会総会は、４月８日（水曜日）

午前１０時から、こちら７階会議室で行いますので、よろしく

お願いいたします。  
　大変お疲れでございました。  
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令和８年４月１４日  

 

議事録署名者  

 

           廿日市市農業委員会会長（議長)　　　　 　　　　　　　    　　  

            

           廿日市市農業委員会委員（　７番委員)　　　　　　　　　　　　　  

            

           廿日市市農業委員会委員（　８番委員)　　　　　　　　　　  　　  


